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令和７年第１２回にかほ市教育委員会会議録 

 

１．期  日   令和 7年 11 月 18 日 火曜日 

２．場  所   金浦公民館 軽運動室 

３．開  会   午後 1 時 50 分 

４．閉  会   午後  2 時 26 分 

 

５．出席委員   教育長  小 園  敦 

委 員  伊 藤  知  

         委 員  佐 藤  緑 

 

６．説明のための出席者 

教 育 次 長   佐 藤 喜 仁 

教育総務課長   山 田   高 

学校教育課長   菊 地   良 

生涯学習課長   鈴 木 直 子 

仁賀保公民館長兼象潟公民館長    

佐々木  美 和 

仁賀保勤労青少年ホーム館長      齊  藤 浩 司 

フェライト子ども科学館長   鎌 田 昭 義 

文化財保護課長   佐々木 真紀子 

          

７．書  記   教育総務課副主幹   加 賀 真珠美 

 

８．会議に付した議案 

議案第 37号 令和 8年度にかほ市立小中学校教職員人事異動方針について 

議案第 38 号 にかほ市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規

則制定について 

議案第 39号 令和 7年度教育費 12 月補正予算について 

 

９．可 決 し た 議 案 

議案第 37号 令和 8年度にかほ市立小中学校教職員人事異動方針について 

議案第 38 号 にかほ市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規

則制定について 

議案第 39号 令和 7年度教育費 12 月補正予算について 

 

 



2 

 

１０．その他の確認事項 

    （１）令和 7 年第 13 回教育委員会は令和 7 年 12 月 23 日（火）午後 1 時 30 分

から金浦公民館で開催することにした。 

 

１１．会議の要旨 

 

             【開会 午後１時 30 分】 

 

【教育長】 

これから令和 7年第 12回にかほ市教育委員会を開会いたします。本日は小松委員と佐

藤道彦委員から欠席の連絡がございましたが、出席委員は 3 名でありますので会議は成

立します。 

議事日程の第 1「会議録署名委員の指名」を行います。委員には、伊藤委員と佐藤緑委

員にお願いいたします。書記には、事務局の加賀副主幹を指名いたします。 

議事日程の第 2「議案第 37 号 令和 8 年度にかほ市立小中学校教職員人事異動方針に

ついて」を議題といたします。学校教育課長から説明をお願いします。 

 

【学校教育課長】 

 「議案第 37 号 令和 8 年度にかほ市立小中学校教職員人事異動方針について」です。

基本方針、実施方針については例年と大きく変わったところはありませんが、近年の深刻

な教員不足の状況により、昨年度同様に人材不足が見込まれます。人事についても難航が

予想されます。令和 8 年度も新採用の教員が見込まれることから、各学校の担任の年齢

層のバランス、及び各学校の核になる教員の異動について配慮していく所存でございま

す。以上、ご審議をお願い致します。 

 

【教育長】 

 議案第 37 号について、質問等ございませんか。 

 私から質問をさせていただきます。教員のなり手がいない、人材不足ということが現場

としてはかなり大変である状況だと思います。実態についてお話をいただけますか。 

 

【学校教育課長】 

 令和 7年度につきましては、全県的にも言われていることですが、本荘由利、にかほ市

においても人材不足という傾向は顕著でありました。子どもたちの数も減ってきて、学級

数も減り、そのための教員の数が減るということが機械的に行われていることや、県費で

きていただいていた加配部分の教員が削られて少なくなっております。正規の職員がい

ないために臨時と言うかたちでの配置が行われるなど、学校によっては学校経営という

点で、やりくりに難しさを感じていたと思います。しかし、限られた人員の中で最大限の

取り組みをしてきているというところであります。 
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【教育長】 

 議案第 37 号については、異議ないものと認め、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

次に、議事日程の第 3「議案第 38号 にかほ市学校給食費に関する条例施行規則の一部

を改正する規則制定について」を議題といたします。学校教育課長から説明をお願いしま

す。 

 

【学校教育課長】 

 「にかほ市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則制定について」説明

いたします。現在、食材の物価高騰が続いており、これに対応するため学校給食費を改定

する必要が生じております。改定の目的は栄養価のバランスが取れた給食を児童生徒に

提供し、学校給食の運営を安定させることであります。改定後の給食費は小学校では一食

当たり 335 円、中学校では一食当たり 395 円に改定されます。保護者の負担については

現行のまま維持されます。具体的には、小学校は 275 円、中学校は 315 円となります。値

上げ分につきましては市費で補うことになりますので、保護者の負担は変わりません。な

お、保護者以外の教職員について補助はありません。そのため給食費は小学校では335円、

中学校では 395 円となります。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

【教育長】 

 議案第 38 号について、質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 38号については、異議ないものと認め、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 次に、議事日程の第 4「議案第 39 号 令和 7 年度教育費 12 月補正予算について」を議

題と致します。教育総務課長から順番に説明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 教育総務課の 12 月補正予算について説明資料に基づいて説明させていただきます。10

款 1 項 3 目 教育総務費の教育助成費 12 節 委託料 30 万円はスクールバス運行委託料の

うち登下校外分の増額になります。これは今年度のスクールバス利用において、校外学習

の利用頻度が昨年に比べ多いこと、また、院内小学校におけるプールの授業を象潟Ｂ＆Ｇ

海洋センターで行ったことにより児童の送迎のためのスクールバスの利用が増えたこと

などにより、登下校外分のスクールバス委託料において今後の不足が見込まれたため、来

年3月までの運行委託料として不足分を増額補正するものです。教育総務課は以上です。 
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【学校教育課長】 

 続いて学校教育課分の補正について、ご説明いたします。 

歳入についてご説明いたします。20 款 4 項 5 目 学校給食費納付金 1 節 学校給食費納

付金 64万 2,000 円は児童生徒以外の教職員の徴収単価改定による増であります。 

歳出についてご説明いたします。10 款 2項 1 目小学校費 学校管理費、10 節 需用費 燃

料費になります。象潟小学校管理費 52 万円は使用量増加見込みによる灯油代の増です。 

10 款 2 項 3 目 小学校費 学校給食費 平沢小学校給食費、10 節 賄材料費 47 万 3,000 円

の増は物価高騰に伴う給食単価改定による賄材料費の増であり、うち物価高騰対策事業

費 40 万 8,000 円となっています。10 款 3 項 1 目 中学校費 学校管理費 象潟中学校管理

費、10 節 需用費 光熱水費 110 万円は使用料増加見込みによるガス代の増です。         

10 款 3 項 3 目 中学校費 学校給食費 仁賀保中学校給食費、10 節 賄材料費 59 万 6,000

円は物価高騰に伴う給食単価改定による賄材料費の増であり、うち、物価高騰対策事業費

は 51 万 1,000 円となります。10 款 5 項 5 目 保健体育費 金浦給食センター費 金浦給食

センター費 82 万 2,000 円のうち 10 節 需用費 光熱水費 18 万円は使用料増加見込みに

よる水道代の増。10 節 需用費 賄材料費 64 万 2,000 円は物価高騰に伴う給食単価改定

による賄材料費の増であります。うち物価高騰対策事業費51万 4,000円となっています。 

10 款 5 項 6 目 保健体育費 象潟給食センター費 10 節 需用費 賄材料費の 111 万 9,000

円は物価高騰に伴う給食単価改定による賄材料費の増であり、うち物価高騰対策事業費

96 万 5,000 円となっています。以上で説明を終わります。 

 

【図書館長】 

 図書館費の 12 月補正予算について説明します。10 款 4 項 5 目 図書館費 10 節 需用費

の光熱水費 50 万円についてです。図書館こぴあの燃料費価格高騰による電気及びガス料

金の増額になります。 

 

【生涯学習課長】 

 生涯学習課の 12 月補正予算について説明します。10 款 4 項 7 目 金浦勤労青少年ホー

ム管理費最初に 13 節 使用料及び賃借料 3 万円になります。下水道使用量の増加に伴う

増額となります。次に、14 節 工事請負費の 85 万円についてです。昨年度から度々修繕

している箇所ですが、コミュニティセンターとの渡り廊下外壁のシーリング工事費にな

ります。1階と 2階の窓枠からいずれも雨漏りする状況で、雨が窓に強く吹き付けると廊

下にまで染み出て危険なため、外壁全面を補修するものです。現在は応急処置を施して対

応しています。宜しくお願いします。 

 

【仁賀保勤労青少年ホーム館長】 

 仁賀保勤労青少年ホームの 12 月補正について説明します。10款 4 項 6目仁賀保勤労青

少年ホーム管理費です。10 節 需用費につきましては燃料費 30 万円、光熱水費について

は 10 万円、それぞれ物価高騰によるもので、増額となります。修繕費については、現在、
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残額が少なくなってきており、今後の修繕案件が見込まれますので 5 万円の増額です。

10 款 4 項 6 目 仁賀保勤労青少年ホーム改修事業費でございます。物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金、こちらの事業を活用して、仁賀保勤労青少年ホームの一部のＬＥＤ

化改修を実施する予定です。12 節 委託料はＬＥＤ化改修工事の実施設計業務分で 48 万

円、14 節 工事請負費 772 万円、合わせて 820 万円の事業となります。図書館、視聴覚

室、4階の学習室並びにトレーニング室のＬＥＤ化を予定しています。これまでに灯具等

の取り換えでＬＥＤに交換されている箇所を除いての実施となります。図書館では22台、

視聴覚室で 30 台、電球交換が 8 本、トレーニング室が 16 台、非常用照明が 4 台となっ

ております。 

 

【フェライト子ども科学館長】 

フェライト科学館の 12 月補正予算についてご説明いたします。10 款 4 項 8 目 フェラ

イト子ども科学館管理費 10 節需用費、光熱水費 90 万円の増について説明いたします。 

こちらは、燃料価格高騰による電気料金及びガス料金の増によるものです。フェライト子

ども科学館からは以上です。 

 

【文化財保護課長】 

 令和７年度教育費 12 月補正予算のうち、文化財保護課関係について説明いたします。 

歳入です。20 款 4 項 6目 1 節 雑入 池田修三木版画小作品売上代 15 万 4,000 円の増額で

す。この歳入につきましては、10 款 4 項 11 目郷土資料館管理費 池田修三作品活用事業

費20万 7,000円の増額と関連しますので、合わせてご説明します。この件につきまして、

はがきサイズの小作品は、大変好評で、作品数は本日現在 3 枚となり、さらに追加で 50

点購入する歳出予算として計上しております。説明は以上になります。 

 

【教育長】 

 議案第 39 号について、質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 39号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認すること

に決定します。 

 次に議事日程の第 5「報告」に入ります。教育総務課長から順次、報告をお願いします。 

（教育総務課長から順次、報告） 

 

【教育長】 

 ただいま各課等から「報告」がありましたが、確認したいことや詳しく聞いてみたいこ

となどございませんか。 






























